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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成24年10月11日(2012.10.11)

【公表番号】特表2008-540384(P2008-540384A)
【公表日】平成20年11月20日(2008.11.20)
【年通号数】公開・登録公報2008-046
【出願番号】特願2008-509453(P2008-509453)
【国際特許分類】
   Ｃ０７Ｄ 487/22     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/409    (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  47/12     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  47/18     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  31/04     (2006.01)
   Ｃ０７Ｃ 255/54     (2006.01)
   Ｃ０７Ｆ   3/06     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０７Ｄ 487/22    ＣＳＰ　
   Ａ６１Ｋ  31/409   　　　　
   Ａ６１Ｋ  47/12    　　　　
   Ａ６１Ｋ  47/18    　　　　
   Ａ６１Ｐ  31/04    　　　　
   Ｃ０７Ｃ 255/54    　　　　
   Ｃ０７Ｆ   3/06    　　　　

【誤訳訂正書】
【提出日】平成24年8月21日(2012.8.21)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記式（Ｉ）のフタロシアニン誘導体



(2) JP 2008-540384 A5 2012.10.11

【化１】

であって、
　フタロシアニン環の１，８（１１），１５（１８），２２（２５）の位置に置換基が存
在することを特徴とするフタロシアニン誘導体。
【請求項２】
　請求項１に記載のフタロシアニン誘導体の調製方法であって、
　ｉ）下記式（ＩＶ）の化合物を得るように、下記式（ＩＩ）のフタロニトリルに、下記
式（ＩＩＩ）のアミノアルコールを求核置換するステップと；
【化２】

　ｉｉ）下記式（Ｖ）の化合物を得るように、ステップｉ）に由来する式（ＩＶ）の化合
物に対してアミノ基の窒素の還元的メチル化の反応を行うステップと；
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【化３】

　ｉｉｉ）下記式（ＶＩ）の亜鉛（ＩＩ）フタロシアニンを得るように、ステップｉｉ）
に由来する式（Ｖ）の化合物の塩基触媒の４量体化すると同時に適当な亜鉛（ＩＩ）塩を
用いた金属挿入を行うステップと；
【化４】

　ｉｖ）ヨウ素型の４級アンモニウム基で置換した下記式（ＶＩＩ）の対応するフタロシ
アニンを得るように、ヨウ化メチルで処理することにより、ステップｉｉｉ）に由来する
式（ＶＩ）のフタロシアニンのアミノ基を４級塩化するステップと；
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【化５】

　ｖ）塩化物型の式（Ｉ）の対応するフタロシアニンを得るように、ステップｉｖ）に由
来するヨウ素型の式（ＶＩＩ）のフタロシアニンを、適当なイオン交換樹脂で処理するス
テップと；

【化６】

を有することを特徴とする方法。
【請求項３】
　還元的メチル化の反応を行う前記ステップｉｉ）は、アセトニトリルに溶解した式（Ｉ
Ｉ）の化合物を、シアノボロハイドライドナトリウムの存在下、３０％のホルムアルデヒ
ド水溶液で処理することにより、実行されることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ステップｉｉｉ）は、１００～２５０℃の温度で実行されることを特徴とする請求
項２に記載の方法。
【請求項５】
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　前記温度は、１３０～１８０℃の範囲であることを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記ステップｉｉｉ）は、１，５－ジアザビシクロ［５．４．０］ノン－５－エン（Ｄ
ＢＮ）、１，８－ジアザビシクロ［５．４．０］ウンデク－７－エン（ＤＢＵ）及び２－
ジメチルアミノ－エタノール（ＤＭＡＥ）から選択される塩基を塩基として用いて、有機
溶媒中で実行されることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項７】
　前記ステップｉｉｉ）は、１，５－ジアザビシクロ［５．４．０］ノン－５－エン（Ｄ
ＢＮ）、１，８－ジアザビシクロ［５．４．０］ウンデク－７－エン（ＤＢＵ）及び２－
ジメチルアミノ－エタノール（ＤＭＡＥ）から選択される塩基を塩基として用いて、溶媒
の不存在下で実行されることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項８】
　前記ステップｉｉｉ）は、塩基としてＤＢＵを用いて、溶媒の不存在下で、１４０℃の
温度で実行されることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項９】
　ステップｉｉｉ）で得た式（ＶＩ）の粗産物は、反応混合物を水で処理し、懸濁液を濾
過又は遠心分離し、回収した固形物を、水及びメタノールで数回洗浄することにより、沈
殿されることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項１０】
　ステップｉｖ）を行う前に、カラムクロマトグラフィー法を行うことによりステップｉ
ｉｉ）に由来する式（ＶＩ）の中間物を精製し、溶媒から再沈殿を行うステップをさらに
有することを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項１１】
　前記カラムクロマトグラフィーは、固定相として、シリカゲルを用い、移動相としてジ
クロロメタン及びメタノールの混合物を用いて、行われ；
　前記の再沈殿は、溶媒として、ジクロロメタンを、沈殿剤としてｎ－ヘキサンを用いて
、実行されることを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　ステップｉｖ）の前記メチル化剤は、ヨウ化メチルであることを特徴とする請求項２に
記載の方法。
【請求項１３】
　前記ヨウ化メチルは、式（ＶＩ）の産物においてメチル化の対象のアミノ基当たり１～
２０当量の量で使用されることを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ヨウ化メチルは、式（ＶＩ）の産物においてメチル化の対象のアミノ基当たり５～
１１当量の量で使用されることを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　ステップｉｖ）の前記メチル化反応は、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド
及びＮ－メチルピロリドンから選択された溶媒中で実行されることを特徴とする請求項２
に記載の方法。
【請求項１６】
　前記溶媒は、Ｎ－メチルピロリドンであることを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　ステップｉｖ）の前記メチル化反応は、式（ＶＩ）の産物において対象のアミノ基当た
りメチル化剤として５～１１当量の量を用い、溶媒としてＮ－メチルピロリドンを用いて
実行されることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項１８】
　ステップｉｖ）の反応産物は、Ｎ－メチルピロリドンの用量に対して２用量の量のメタ
ノールでＮ－メチルピロリドンの溶液を希釈した後、Ｎ－メチルピロリドンに対して８当
量の量のエチルエーテル又はイソプロピルエーテルを用いて、Ｎ－メチルピロリドンの溶
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液から、沈殿されることを特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　ステップｉｉｉ）の前記の亜鉛（ＩＩ）塩は、塩化亜鉛（ＩＩ）及び酢酸亜鉛（ＩＩ）
から選択されることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項２０】
　ステップｉｉｉ）の前記亜鉛（ＩＩ）塩は、酢酸亜鉛（ＩＩ）であることを特徴とする
請求項２に記載の方法。
【請求項２１】
　ステップｖ）の前記イオン交換樹脂は、４級のアンモニウム官能基の強塩基樹脂から選
択されることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項２２】
　前記樹脂は、４～１０％の架橋度のポリスチレンを基礎とした樹脂であることを特徴と
する請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　ステップｖ）における前記のフタロシアニン（ＶＩＩ）の処理は、前記フタロシアニン
（ＶＩＩ）の溶液と前記イオン交換樹脂とを用いたクロマトグラフィーにより、且つ式（
Ｉ）のフタロシアニンを、蒸留、凍結乾燥又は沈殿により回収することにより、達成され
ることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記クロマトグラフィーは、塩化物型の式（Ｉ）のフタロシアニンを沈殿させるように
、式（ＶＩＩ）のフタロシアニンのメタノール溶液を、イオン交換樹脂に通し、その後、
その溶出液を、エチルエーテルで処理することにより、又は式（ＶＩＩ）のメタノール／
ジメチルスルホキシドの溶液を、樹脂に通し、その後、この溶出液を、エチルエーテルで
処理して、式（Ｉ）のフタロシアニンを沈殿させ、その後、メタノールに溶解し、エチル
エーテルを添加して再沈殿させることにより、精製されることを特徴とする請求項２３に
記載の方法。
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